
税
関
で
は
お
預
か
り
し
て
い
る

次
の
通
貨
・
証
券
な
ど
を
お
返

し
し
て
い
ま
す
。

○
終
戦
後
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
来
ら
れ

た
方
々
が
、
上
陸
地
の
税
関
ま
た
は
海

運
局
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券
な
ど

○
外
地
の
総
領
事
館
や
日
本
人
自
治
会
な

ど
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券
な
ど
の
う

ち
、
そ
の
後
日
本
に
返
還
さ
れ
た
も
の

お
心
当
た
り
の
方
は
税
関
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
ご
本
人
だ
け
で
な
く
、

ご
家
族
の
方
も
問
い
合
わ
せ
や
返
還
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
管
証
券
返
還
の
ご
案
内
は
、
大
阪
税
関

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

大
阪
税
関
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.custom

s.go.jp/osaka

■
問
い
合
わ
せ
／
大
阪
税
関
監
視
部
取
締

総
括
部
門　

〒
5
5
2
―
0
0
2
2　

大
阪
市
港
区
海
岸
通
2
―
1
―
4

℡
０
６
―
6
5
7
6
―
3
1
1
5

受
付
時
間
：
8
時
30
分
～
17
時（
土
、
日
、

祝
日
を
除
く
。）

m
ail:osaka-koho@

custom
s.go.jp

知
っ
て
い
ま
す
か
？
建
退
共
制
度

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共

済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者
の
福
祉

の
増
進
と
、
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の

振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金

制
度
で
す
。
こ
の
制
度
は
事
業
主
の
方
々

が
、
労
働
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛

金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼

り
、
そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ

と
を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金

を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全
体
で

の
退
職
金
制
度
で
す
。

■
加
入
で
き
る
事
業
主
／
建
設
業
を
営
む
方

■
対
象
と
な
る
労
働
者
／
建
設
業
の
現
場

で
働
く
人

■
掛
金
／
日
額
３
１
０
円

■
特
長
／
国
の
制
度
な
の
で
安
心
、
確
実
、

申
し
込
み
手
続
は
簡
単
で
す
。
経
営
事

項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
法

人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要
経
費
と
し

て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課
税
と
な

り
ま
す
。
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

自
社
の
福
利
厚
生
に
便
利
な
提
携
施
設

の
割
引
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
建
退
共
和
歌
山
支
部

☎
0
7
3
6
―
２
２
―
2
2
0
3

 

宝
く
じ

◆
◆
◆

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
賞
金

は
、
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
3
億
9
，

0
0
0
万
円
。
1
等
3
億
3
，0
0
0
万

円
×
13
本　

前
後
賞
各
3
，0
0
0
万
円

×
26
本
発
売
期
間
は
9
月
20
日（
金
）
か
ら

10
月
11
日（
金
）
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は

市
町
村
の
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境
対

策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住
民
の
福
祉

向
上
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

税 

金

◆
◆
◆

町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
第
2
期
、

国
民
健
康
保
険
税
第
3
期
の
納
付

町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
第
2
期
分
、

国
民
健
康
保
険
税
第
3
期
分
の
納
期
限

は
、
9
月
30
日（
月
）
で
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
そ
の
日
数
に
応

じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

忘
れ
の
な
い
よ
う
に
金
融
機
関
等
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課
・
金

屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
・
清
水
行
政

局
住
民
福
祉
室水 

道

◆
◆
◆

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

9
月
の
水
道
料
金
の
お
支
払
い
期
限
は
、

24
日（
火
）で
す
。
口
座
振
替
の
お
客
様
は
、

預
金
残
高
の
確
認
を
お
忘
れ
な
く
！

■
問
い
合
わ
せ
／
水
道
課
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